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2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

 

2.1 放射性廃棄物等の管理 

2.1.1 放射性固体廃棄物等の管理 

2.1.1.1 概要 

放射性固体廃棄物には，濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット，ペレッ

ト固化体）），原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等，使用済樹脂*1，

フィルタスラッジ*2，その他雑固体廃棄物があり，固体廃棄物貯蔵庫，サイトバンカ，使

用済燃料プール，使用済燃料共用プール，使用済樹脂貯蔵タンク，造粒固化体貯槽等に

貯蔵，または保管する。 

なお，ドラム缶に収納された放射性固体廃棄物，ドラム缶以外の容器に収納された放

射性固体廃棄物，開口部閉止措置を実施した大型廃棄物であるドラム缶等の一部は，固

体廃棄物貯蔵庫外のドラム缶等仮設保管設備に仮置きする。 

事故後に発生した瓦礫等には，瓦礫類，伐採木，使用済保護衣等があり，一時保管エ

リアを設定して，一時保管する。 

一時保管エリアには，固体廃棄物貯蔵庫，覆土式一時保管施設，仮設保管設備，伐採

木一時保管槽，屋外の集積場所がある。 

また，放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等については，

必要に応じて減容等を行う。 

＊１：１～６号機，廃棄物集中処理建屋の使用済樹脂（ビーズ状の樹脂） 

＊２：１号機原子炉冷却材浄化系フィルター，１～６号機及び使用済燃料共用プール

の原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器，使用済燃料プール浄化系ろ過脱塩器，機器

ドレンフィルター，床ドレンフィルターより廃棄されたろ過材とその捕獲され

たクラッド 

 

2.1.1.2 基本方針 

放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等については，必要

に応じて減容等を行い，その性状により保管形態を分類して，作業員及び公衆の被ばく

を達成できる限り低減できるようにし，放射性固体廃棄物等が管理施設外へ漏えいする

ことのないよう貯蔵，保管，または一時保管する。 

また，これまでの発生実績や今後の作業工程から発生量を想定し，適切に保管エリア

を確保し管理していくとともに，「放射性固体廃棄物等に関する中長期的な保管計画」に

基づき，持込抑制等の発生量低減，放射性固体廃棄物等の再使用・リサイクル，減容や

保管効率の向上のための具体的な方策等を検討していく。 

放射性固体廃棄物等は処理・処分を実施するまでの間，保管期間が長期に亘る可能性

があるため，作業エリアや敷地境界への放射線影響等に配慮し，中長期的には仮設保管

設備等に一時保管している放射性固体廃棄物等を耐震性を有する恒久的な貯蔵設備等で
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の保管に移行するように計画していく。至近の計画としては，固体廃棄物貯蔵庫外のド

ラム缶等仮設保管設備に仮置きしたドラム缶等約 23,000 本相当以上を十分保管できる恒

久的な貯蔵設備の平成 27 年度の運用開始を目指し，基本設計に平成 25 年度から着手す

る。 

以後の恒久的な貯蔵設備での保管計画については，必要な保管容量を確保するような

貯蔵設備の増設や減容設備等の設置計画を具体化するとともに，個々の設備の仕様が明

確になった段階で実施計画に反映していくこととする。 

 

2.1.1.3 対象となる放射性固体廃棄物等と管理方法 

1～6 号機を含めた発電所敷地内及び臨時の出入管理箇所において発生した放射性固体

廃棄物，事故後に発生した瓦礫等を対象とする。 

(1)区分 

a.放射性固体廃棄物 

濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット，ペレット固化体）），原子炉内で

照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等，使用済樹脂，フィルタスラッジ，

その他雑固体廃棄物 

b.事故後に発生した瓦礫等 

瓦礫類，伐採木，使用済保護衣等 

 

(2)運用 

放射性固体廃棄物等の種類ごとの貯蔵，保管，または一時保管の措置は以下のとおり

である。 

・濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット固化体）），その他雑固体廃棄物 

  固体廃棄物貯蔵庫（容器収納，大型廃棄物への開口部閉止措置），ドラム缶等仮設

保管設備（容器収納，大型廃棄物への開口部閉止措置） 

・原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等，使用済樹脂，フィルタ

スラッジ，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット）） 

  サイトバンカ，使用済燃料プール，使用済燃料共用プール，使用済樹脂貯蔵タンク  

等 

・瓦礫類 

  固体廃棄物貯蔵庫（容器収納，大型瓦礫類への飛散抑制措置），仮設保管設備（容

器未収納），覆土式一時保管施設（容器未収納），屋外集積（容器収納，シート等養

生，養生なし） 

・伐採木 

  屋外集積（養生なし），伐採木一時保管槽（容器未収納） 

・使用済保護衣等 

  固体廃棄物貯蔵庫（容器収納，袋詰め），仮設保管設備（容器収納，袋詰め），屋外
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集積（容器収納，袋詰め） 

上記の放射性固体廃棄物等について，以下の管理を実施する。 

 

a.放射性固体廃棄物 

(a)その他雑固体廃棄物，濃縮廃液（セメント固化体，造粒固化体（ペレット固化体）） 

ⅰ.処理・保管 

ドラム缶等の容器に封入するか，または放射性物質が飛散しないような措置を講じて，

固体廃棄物貯蔵庫に保管する。または，雑固体廃棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム

缶等の容器に封入した上で，固体廃棄物貯蔵庫等に保管する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)巡視，保管量確認 

固体廃棄物貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するために，定期的に

目視可能な範囲で巡視し，転倒等の異常がないことを確認する。保管量については，事

故前の保管量の推定値を元に，保管物の出入りを確認する。 

(ⅱ)管理上の注意事項の掲示 

固体廃棄物貯蔵庫の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

(b)原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等 

ⅰ.貯蔵保管 

 原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等は，使用済燃料プールに貯

蔵もしくはサイトバンカに保管する。または，原子炉内で照射されたチャンネルボックス

等は使用済燃料共用プールに貯蔵する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)巡視，貯蔵保管量確認 

サイトバンカにおける原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等に

ついて，事故前の保管量の推定値を元に保管物を確認する。 

使用済燃料プールにおける原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス

等の貯蔵量は，事故前の貯蔵量の推定値を元に，貯蔵物の出入りを確認する。 

また，使用済燃料共用プールにおける原子炉内で照射されたチャンネルボックス等に

ついては，定期的な巡視及び貯蔵量の確認を実施する。 

(ⅱ)管理上の注意事項の掲示 

サイトバンカの目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

(c)使用済樹脂，フィルタスラッジ，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット）） 

ⅰ.処理・貯蔵保管 
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 使用済樹脂，フィルタスラッジは，使用済樹脂貯蔵タンク等に貯蔵する。または，乾燥

造粒装置で造粒固化し，造粒固化体貯槽または，固体廃棄物貯蔵庫に保管するか雑固体廃

棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム缶等の容器に封入した上で，固体廃棄物貯蔵庫に

保管する。 

また，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット））は，造粒固化体貯槽に保管する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)巡視，貯蔵保管量確認 

１～４号機廃棄物処理建屋及び廃棄物集中処理建屋設置分は監視設備の故障等により

確認が困難であり，監視はできないが，点検が可能な液体廃棄物処理系または５，６号

機のタンク等について，定期に外観点検または肉厚測定等を行い，漏えいのないことを

確認することにより，当該貯蔵設備の状態を間接的に把握する。 

貯蔵量については，事故前の貯蔵量の推定値にて確認する。 

６号機原子炉建屋付属棟の地下を除いた５号機廃棄物処理建屋及び６号機原子炉建屋

付属棟については，使用済樹脂貯蔵タンク等における使用済樹脂及びフィルタスラッジ

の貯蔵状況を定期的に監視し，貯蔵量を確認する。 

なお，６号機原子炉建屋付属棟の地下設置分については，滞留水により没水している

ため監視はできないことから，貯蔵設備に対する滞留水の影響について確認しており

（Ⅱ.2.33 添付資料－３参照），貯蔵量については，事故前の貯蔵量の推定値にて確認

する。 

運用補助共用施設については，沈降分離タンクにおけるフィルタスラッジの貯蔵状況

を定期的に監視し，貯蔵量を確認する。 

 

(d)ドラム缶等仮設保管設備におけるその他雑固体廃棄物 

ⅰ.仮置き 

 ドラム缶等を固体廃棄物貯蔵庫外に仮置きする場合は，ドラム缶等仮設保管設備とする。

また，ドラム缶等仮設保管設備に仮置きするドラム缶の仮置き期間は平成 24 年 12 月から

約３年間とし，仮置き後は既設の固体廃棄物貯蔵庫または新たな地下構造を有する固体廃

棄物貯蔵庫へ移動する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)区画 

関係者以外がむやみに立ち入らないよう，ドラム缶等仮設保管設備自身または柵等に

よる区画を行い，立ち入りを制限する旨を表示する。 

(ⅱ)巡視，保管量確認 

ドラム缶等仮設保管設備におけるその他雑固体廃棄物の保管状況を確認するために，

定期的にドラム缶等仮設保管設備を巡視するとともに，保管量を確認する。なお，ドラ
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ム缶等の破損等があれば補修等を行う。 

(ⅲ)線量率測定 

作業員の被ばく低減の観点から，ドラム缶等仮設保管設備周辺の空間線量率を定期的

に測定し，測定結果は作業員への注意喚起のため表示する。 

また，ドラム缶等仮設保管設備に仮置きするドラム缶は表面線量率 0.1mSv/h 以下とす

る。 

(ⅳ)ドラム缶転倒防止対策 

３段に積み重ねて設置したドラム缶については，転倒防止対策として，最外周の３段

目ドラム缶を固縛及び３段目パレットを連結する。さらに，ドラム缶等仮設保管設備に

仮置きするドラム缶重量は 300kg 以下とする重量管理を実施することにより，パレット

の座屈抑制を図る。 

 

b.事故後に発生した瓦礫等 

(a)瓦礫類 

ⅰ.処理・一時保管 

発電所敷地内において，今回の地震，津波，水素爆発による瓦礫や放射性物質に汚染

した資機材，除染を目的に回収する土壌等の瓦礫類は，瓦礫類の線量率に応じて，材質

により可能な限り分別し，容器に収納して屋外の一時保管エリア，固体廃棄物貯蔵庫，

覆土式一時保管施設，仮設保管設備，または屋外の一時保管エリアに一時保管する。ま

たは，雑固体廃棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム缶等の容器に封入した上で，固

体廃棄物貯蔵庫等に保管する。なお，固体廃棄物貯蔵庫に一時保管する瓦礫類のうち，

容器に収納できない大型瓦礫類は，飛散抑制対策を講じて一時保管する。また，瓦礫類

については，可能なものは切断，圧縮などの減容処理を行い，敷地内で保管するか，ま

たは再利用する。 

瓦礫類を回収する際に，アスベスト等の有害物質を確認した場合には法令に則り適切

に対応する。 

発電所敷地内で発生する瓦礫類の処理フローを図２．１．１－１に示す。 

 

ⅱ.飛散抑制対策 

表面線量率が目安値を超える瓦礫類については，飛散抑制対策を実施する。 

目安値は，発電所敷地内の空間線量率を踏まえ，周囲への汚染拡大の影響がない値と

して設定し，表面線量率が目安値以下の瓦礫類については，周囲の空間線量率と有意な

差がないことから，飛散抑制対策は実施しない。 

今後，発電所敷地内の空間線量率が変化すれば，それを踏まえ適宜見直す予定である。 

飛散抑制対策としては，容器，仮設保管設備，固体廃棄物貯蔵庫，覆土式一時保管施

設に収納，またはシートによる養生等を実施する。 

 



Ⅲ-3-2-1-1-6 

ⅲ.管理 

(ⅰ)区画 

関係者以外がむやみに立ち入らないよう，一時保管エリアに柵かロープ等により区画

を行い，立ち入りを制限する旨を表示する。 

(ⅱ)線量率測定 

作業員の被ばく低減の観点から，瓦礫類の一時保管エリアの空間線量率を定期的に測

定し，測定結果は作業員への注意喚起のため表示する。 

(ⅲ)空気中放射性物質濃度測定 

放射線防護の観点から，一時保管エリアにおいて空気中放射性物質濃度を定期的に測

定する。また，空気中放射性物質濃度測定の結果が有意に高くないことにより，飛散抑

制対策が講じられていることを確認する。なお，測定結果が有意に高い場合には，適切

な放射線防護装備を使用するとともに，飛散抑制対策の追加措置等を検討する。 

(ⅳ)遮蔽 

作業員への被ばくや敷地境界線量に影響がある場合は遮蔽を行う。また，中期的には

瓦礫類の表面線量率によって，遮蔽機能を有した建屋等に移動，一時保管すること等に

より敷地境界での線量低減を図る。 

(ⅴ)巡視，保管量確認 

一時保管エリアにおける瓦礫類の一時保管状況を確認するために，定期的に一時保管

エリアを巡視するとともに，一時保管エリアへの保管物の出入りに応じて定期的に保管

量を確認する。なお，瓦礫類の保管量集計においては，一時保管エリアの余裕がどれく

らいあるかを把握するため，エリア占有率を定期的に確認する。また，保管容量，受入

目安の表面線量率を超えないように保管管理を行う。 

なお，地震や大雨等に起因し，施設の保管状態に異常が認められた場合には，損傷の

程度に応じて，施設の修復や瓦礫類の移動，取り出しを行う。 

一時保管エリアの保管容量，受入目安表面線量率一覧表を表２.１．１－１に示す。 

(ⅵ)覆土式一時保管施設における確認 

覆土式一時保管施設は，遮水シートによる雨水等の浸入防止対策が施されていること

を確認するために，槽内の溜まり水の有無を確認し，溜まり水が確認された場合には回

収する。 

覆土式一時保管施設における測定ポイント，測定結果表示箇所予定位置図を図２．１．

１－２に示す。 

 

（b）伐採木 

ⅰ.処理・一時保管 

回収した伐採木は，枝葉根・幹根の部位により可能な限り分別し，屋外の一時保管エ

リアまたは枝葉根を減容して伐採木一時保管槽にて保管するか，雑固体廃棄物焼却炉で

焼却し，焼却灰をドラム缶等の容器に封入した上で固体廃棄物貯蔵庫等に保管する。 
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なお，伐採木一時保管槽においては，覆土をすることにより線量低減を図る。 

 

ⅱ.防火対策 

伐採木の枝葉根と幹根の一時保管エリアには，火災時の初動対策として消火器を設置

するとともに，以下の防火対策を実施する。 

（ⅰ）枝葉根 

枝葉根については，微生物による発酵と酸化反応による発熱が考えられることから，

屋外集積を行う枝葉根は，温度上昇を抑えるため積載高さを 5m 未満とし，通気性を確保

するとともに，定期的な温度監視を行い，必要に応じて水の散布や通気性を良くするた

めに積載した枝葉根の切り崩しを行う。 

伐採木一時保管槽に収納する減容された枝葉根は，温度上昇を抑えるため収納高さを

約 3m とするとともに，覆土・遮水シートを敷設することで酸素の供給を抑制し，保管槽

へのガスの滞留を防ぐためにガス抜き管を設置する。また，定期的な温度監視を行い，

温度上昇が見受けられた場合はガス抜き管より窒素を注入し，温度低下を図るとともに，

窒素による窒息効果により自然発火のリスクを抑える。 

（ⅱ）幹根 

幹根については，微生物による発酵と酸化反応による発熱が起こり難いと考えられるが，

通気性を確保するように積載高さを 5m 未満とする。  

 

ⅲ.飛散抑制対策 

屋外集積する伐採木は，シート養生をすることにより，放熱が抑制，蓄熱が促進され，

蓄熱火災を生じる恐れがあることから，シート養生による飛散抑制対策は実施しないが，

飛散抑制対策が必要となった場合には，飛散防止剤を散布する等の対策を講じる。伐採

木一時保管槽については，覆土による飛散抑制対策を行う。 

 

ⅳ.管理 

(ⅰ)区画 

関係者以外がむやみに立ち入らないよう，一時保管エリアに柵かロープ等により区画

を行い，立ち入りを制限する旨を表示する。 

(ⅱ)線量率測定 

作業員の被ばく低減の観点から，伐採木の一時保管エリアの空間線量率を定期的に測

定し，測定結果は作業員への注意喚起のため表示する。 

(ⅲ)空気中放射性物質濃度測定 

放射線防護の観点から，一時保管エリアにおいて空気中放射性物質濃度を定期的に測

定する。また，空気中放射性物質濃度測定の結果が有意に高くないことにより，飛散抑

制対策が講じられていることを確認する。なお，測定結果が有意に高い場合には，適切

な放射線防護装備を使用するとともに，飛散抑制対策の追加措置等を検討する。 
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(ⅳ)遮蔽 

作業員への被ばくや敷地境界線量に影響がある場合は遮蔽を行う。 

(ⅴ)巡視，保管量確認 

一時保管エリアにおける伐採木の一時保管状況を確認するために，定期的に一時保管

エリアを巡視するとともに，一時保管エリアへの保管物の出入りに応じて定期的に保管

量を確認する。なお，伐採木の保管量集計においては，一時保管エリアの余裕がどれく

らいあるかを把握するため，エリア占有率を定期的に確認する。また，保管容量，受入

目安の表面線量率を超えないように保管管理を行う。 

なお，伐採木一時保管槽は，定期的に温度監視を実施し，火災のおそれのある場合に

は冷却等の措置を実施する。また，外観確認により遮水シート等に異常がないことを定

期的に確認する。地震や大雨等に起因し，施設の保管状態に異常が認められた場合には，

損傷の程度に応じて，施設の修復や伐採木の移動，取り出しを行う。 

一時保管エリアの保管容量，受入目安表面線量率一覧表を表２.１．１－１に示す。 

 

(c)使用済保護衣等 

ⅰ.処理・一時保管 

発電所に保管している使用済保護衣等は，保護衣・保護具の種類ごとに分別し，可能

なものは圧縮等を実施して袋詰めまたは容器に収納し，決められた場所に一時保管する。

または，雑固体廃棄物焼却設備で焼却し，焼却灰をドラム缶等の容器に封入した上で，

固体廃棄物貯蔵庫等に保管する。 

 

ⅱ.管理 

(ⅰ)区画 

関係者以外がむやみに立ち入らないよう，一時保管エリアに柵かロープ等により区画

を行い，立ち入りを制限する旨を表示する。 

(ⅱ)線量率測定 

作業員の被ばく低減の観点から，使用済保護衣等の一時保管エリアの空間線量率を定

期的に測定し，測定結果は作業員への注意喚起のため表示する。 

(ⅲ)空気中放射性物質濃度測定 

放射線防護の観点から，一時保管エリアにおいて空気中放射性物質濃度を定期的に測

定する。また，空気中放射性物質濃度測定の結果が有意に高くないことにより，飛散抑

制対策が講じられていることを確認する。なお，測定結果が有意に高い場合には，適切

な放射線防護装備を使用するとともに，飛散抑制対策の追加措置等を検討する。 

(ⅳ)遮蔽 

作業員への被ばくや敷地境界線量に影響がある場合は遮蔽を行う。 

(ⅴ)巡視，保管量確認 

一時保管エリアにおける使用済保護衣等の一時保管状況を確認するために，定期的に
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一時保管エリアを巡視するとともに，一時保管エリアへの保管物の出入りに応じて定期

的に保管量を確認する。また，使用済保護衣等の保管量集計においては，一時保管エリ

アの余裕がどれくらいあるかを把握するため，エリア占有率を定期的に確認する。 

なお，地震や大雨等に起因し，施設の保管状態に異常が認められた場合には，損傷の

程度に応じて，施設の修復や使用済保護衣等の移動，取り出しを行う。 

 

2.1.1.4 敷地境界線量低減対策 

追加的に放出される放射性物質と敷地内に保管する放射性廃棄物等による敷地境界に

おける実効線量の低減対策を実施する。 

瓦礫類，伐採木において考えられる対策を以下に記載する。 

a.覆土式一時保管施設の設置，同施設への瓦礫類の移動 

線量率の高い瓦礫類については，遮へい機能のある覆土式一時保管施設に保管する。 

b.敷地境界から離れた場所への瓦礫類の移動 

敷地境界に近い一時保管エリアに保管している瓦礫類については，敷地境界から離れ

た一時保管エリアへ移動する。 

c.伐採木への覆土 

一時保管エリアに保管している伐採木で，線量率が周辺環境に比べ比較的高い対象物

については，伐採木一時保管槽に収納することにより線量低減を図る。 

d.一時保管エリアの仮遮蔽 

一時保管エリアに保管中の瓦礫類に土嚢等により仮遮蔽を実施する。 

e.線量評価の見直し 

瓦礫類及び伐採木の一時保管エリア，固体廃棄物貯蔵庫，ドラム缶等仮設保管設備に

ついて，線源設定を測定値により見直し評価する。 



Ⅲ-3-2-1-1-10 

表２．１．１－１ 一時保管エリアの保管容量，受入目安表面線量率一覧表 

 

 
エリア名称 保管物 保管容量（約ｍ

３
）

受入目安表面線量率
（ｍＳｖ／ｈ）

固体廃棄物貯蔵庫
（第１棟）

瓦礫類 3,600 0.1

固体廃棄物貯蔵庫
（第２棟）

瓦礫類 6,700 5

固体廃棄物貯蔵庫
（第３～第８棟）

瓦礫類 15,000 ＞30

一時保管エリアＡ１ 瓦礫類
※１（ケース１）2,400
　（ケース２）7,000

※１（ケース１）　30
　（ケース２）0.01

一時保管エリアＡ２ 瓦礫類
※１（ケース１）4,700
　（ケース２）12,000

※１（ケース１）　30
　（ケース２）0.005

一時保管エリアＢ 瓦礫類 5,300 0.01

一時保管エリアＣ 瓦礫類 67,000

※２（ケース１）0.05（27,000m
3

分），残り0.1

（ケース２）0.025（35,000m3

分），残り0.1

一時保管エリアＤ 瓦礫類 3,000 0.5

一時保管エリアＥ１ 瓦礫類 16,000 1

一時保管エリアＥ２ 瓦礫類 1,800 10

一時保管エリアＦ１ 瓦礫類 650 10

一時保管エリアＦ２ 瓦礫類 7,500 0.1

一時保管エリアＧ 伐採木（枝葉根） 27,000 0.3

一時保管エリアＨ 伐採木（枝葉根・幹根） 15,000 0.3

一時保管エリアＪ 瓦礫類 4,800 0.005

一時保管エリアL 瓦礫類 16,000 30

一時保管エリアＮ 瓦礫類 10,000 0.1

一時保管エリアＯ 瓦礫類 27,500 0.1

一時保管エリアＰ１ 瓦礫類 85,000 0.1

一時保管エリアＰ２ 瓦礫類 9,000 1

一時保管エリアＱ 瓦礫類 6,100 5

一時保管エリアＲ 伐採木（枝葉根） 6,900 0.3

一時保管エリアＳ 伐採木（枝葉根） 11,400 0.3

一時保管エリアＴ 伐採木（枝葉根） 23,100 0.3

一時保管エリアＵ 瓦礫類 750
0.015（310m

3
分），0.020

（110m
3
分），0.028（330m

3
分）

一時保管エリアＶ 伐採木（枝葉根・幹根） 15,000 0.3

一時保管エリアＷ 瓦礫類 29,300 1

※１：高線量の瓦礫類に遮蔽を行って一時保管する場合のケース１と遮蔽を行っていた瓦礫類を他の一時保管

　エリアに移動した後に低線量瓦礫類を一時保管する場合のケース２により運用する。

※２：一時保管エリアＰ１運用開始前の場合のケース１と一時保管エリアＰ１運用開始後の場合のケース２に

　より運用する。

・一時保管エリアＩ，Ｍには，バックグラウンド線量率と同等以下の線量率の低い伐採木（幹根）を保管する。

・一時保管エリアＨ，Ｖの保管容量には伐採木（幹根）は含まれない。
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図２．１．１－１ 発電所敷地内で発生する瓦礫類の処理フロー 
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：空間線量率測定ポイント

：空気中放射性物質濃度測定ポイント

：地下水放射性物質濃度測定ポイント

：空間線量率測定結果表示箇所

出入口

覆土式一時保管施設

一時保管エリアＬ

 

 

図２．１．１－２ 覆土式一時保管施設における測定ポイント，測定結果表示箇所予定位

置図 
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2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理 

2.1.2.1  概要 

 (1)放射性液体廃棄物 

放射性液体廃棄物としては，事故発災前に発生していた機器ドレン廃液，床ドレン廃

液，化学廃液及び洗濯廃液がある。これら廃液の処理設備は，滞留水に水没又は系統の

一部が故障しており，環境への放出は行っていない。 

  

(2)汚染水等 

１～３号機の原子炉を冷却するために注水を行っているが，注水後の水が原子炉建屋

等に漏出し滞留水として存在している。また，サブドレン装置を停止しており，サブド

レンピット内に水が滞留し，建物地下階には貫通部等を通じて地下水も流入している。

その他，降雨により雨水の建屋内への流入も考えられる。 

これらの汚染水については，外部に漏れないように建屋内やタンク等に貯蔵している

とともに，その一部を，汚染水処理設備により放射性物質の低減処理（浄化処理）を行

い，浄化処理に伴い発生する処理済水をタンクに貯蔵するとともに，淡水化した処理済

水は原子炉へ注水する循環再利用を行っている。 

汚染水処理設備の処理水及び処理設備出口水については，多核種除去設備により放射

性物質（トリチウムを除く）の低減処理を行い，処理済水をタンクに貯蔵する。 

５，６号機のタービン建屋等に流入した海水及び地下水は，滞留水として，貯留設備

（タンク）へ移送し貯留するとともに，その一部を，浄化装置及び淡水化装置により浄

化処理を行い，構内散水等に使用している。 

なお，臨時の出入管理箇所で保管している洗浄水を，福島第一原子力発電所に運搬し

た後，一時保管エリアを解除する予定としている。 

なお，この他に管理対象区域内で発生するものとして，雨水が流れる排水路や地下水

バイパスの実施に伴い汲み上げた地下水があり，これらは管理して排水する。 

 

2.1.2.2  基本方針 

放射性液体廃棄物等については，以下の対策に取り組むことにより，汚染水の海への流

出低減を図る。 

①増水の原因となる原子炉建屋等への地下水の流入に対する抜本的な対策 

②汚染水処理設備の除染能力の向上確保や故障時の代替施設も含めた安定的稼働の確保

方策 

③汚染水管理のための陸上施設等の更なる設置方策 

なお，海洋への放出は，関係省庁の了解なくしては行わないものとする。 

 

2.1.2.3  対象となる放射性廃棄物と管理方法 
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管理対象区域における建屋内，タンク及びサブドレンピット等に貯蔵・滞留している放

射性物質を含む水，当該建屋や設備へ外部から流入する水，及びそれらの水処理の各過程

で貯蔵している，あるいは発生する液体を対象とする。 

(1) 発生源 

①１～６号機の原子炉建屋及びタービン建屋等においては，津波等により浸入した大量

の海水が含まれるとともに，１～３号機においては原子炉への注水により，原子炉及

び原子炉格納容器の損傷箇所から漏出した高濃度の放射性物質を含む炉心冷却水が

流入し滞留している。また，１～４号機については，使用済燃料プール代替冷却浄化

系からの漏えいがあった場合には，建屋内に排水される。この他，建屋には雨水の流

入，及び地下水が浸透し滞留水に混入している。 

②建屋地下に接する地盤からの湧水を排水するためのサブドレン設備には，津波による

海水が滞留している。建屋には雨水の流入及び地下水が浸透し滞留水に混入している。 

③臨時の出入管理箇所においては，人の洗身及び車両の洗浄に使用した洗浄水は，収集

し，一時保管している。 

なお，臨時の出入管理箇所で保管している洗浄水を，福島第一原子力発電所に運搬

した後，一時保管エリアを解除する予定としている。 

１～４号機の建屋内滞留水は，海洋への放出リスクの高まる O.P.4,000mm 到達までの余

裕確保のために水位を O.P.3,000mm 付近となるよう管理することとしている。具体的には，

原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋に水圧式の水位計を設置し，免震重要棟で水

位を監視しており，２～４号機タービン建屋から集中廃棄物処理建屋へ滞留水を移送して

いる。 

 

(2) 浄化処理 

①多核種除去設備による浄化処理 

汚染水処理設備の処理済水に含まれる放射性物質（トリチウムを除く）については，

多核種除去設備により低減処理を行う。 

②１～４号機の浄化処理 

滞留水を漏えいさせないよう，プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋へ滞留水を移送し，

放射性物質を除去する汚染水処理設備により浄化処理を実施している。除去した放射性

物質は環境中へ移行しにくい性状にさせるため，放射性物質を吸着・固定化又は凝集す

る。 

③５，６号機の浄化処理 

貯留設備（タンク）へ滞留水を移送し，その一部を浄化装置及び淡水化装置により

浄化処理を実施している。 

④サブドレン水の浄化処理 

サブドレンピット内の水について，浮遊物質の除去や浄化装置により浄化試験を実施
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している。 

 

(3) 貯蔵管理 

汚染水処理設備の処理済水については，多核種除去設備により，放射性物質（トリチウ

ムを除く）の低減処理を行い，処理済水を処理済水貯留用タンク・槽類に貯留する。 

１～４号機のタービン建屋等の高レベルの滞留水については建屋外に滞留水が漏えい

しないよう滞留水の水位を管理している。また，万が一，タービン建屋等の滞留水の水位

が所外放出レベルに到達した場合には，タービン建屋等の滞留水の貯留先を確保するため

に，プロセス主建屋に貯留している滞留水の受け入れ先として，高濃度滞留水受タンクを

設置している。 

１～４号機の廃棄物処理建屋等の地下階に設置されている容器等内の廃液については，

漏えいしても滞留水として系内にとどまる。また，地上階に設置されている容器等内の

廃液については，腐食により廃液が容器等から漏えいした場合に，系外への放出が懸念

されるため，点検が可能な容器等については，定期に外観点検または肉厚測定を行い，

漏えいのないことを確認する。また，高線量等により外観点検等が困難な容器等につい

ては，外観点検または肉厚測定を実施した容器等の点検結果より，劣化状況を想定し，

漏えいが発生していないことを確認する。 

高レベル滞留水は処理装置（セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，除染装置），

淡水化装置（逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置）により処理され，水処理により発生する処理

済水は中低濃度タンク（サプレッション･プール水サージタンク，廃液ＲＯ供給タンク，

ＲＯ後濃縮塩水受タンク，濃縮廃液貯槽，ＲＯ及び蒸発濃縮装置後淡水受タンク）に貯蔵

管理する。 

５，６号機のタービン建屋等に流入した海水及び地下水は，滞留水として，貯留設備

（タンク）へ移送して貯留し，その一部は，浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を

行っている。各タンクは巡視点検により漏えいがないことを定期的に確認する。 

臨時の出入管理箇所において，人の洗身及び車両の洗浄に使用した洗浄水は，タンクに

一時保管しているが，一時保管エリアを解除するまでの間は，一時保管エリアにおける廃

棄物等の保管状況を確認するために，定期的に保管エリアを巡視するとともに，保管量を

確認する。一時保管エリアは，関係者以外がむやみに立ち入らないよう，周囲を柵かロー

プ等により区画を行い，立ち入りを制限する旨を表示している。一時保管エリアの空間線

量率と空気中放射性物質濃度を定期的に測定する。 

なお，同様な管理を継続していくとともに，タンクは必要に応じて増設する。 

 

(4) 再利用 

汚染水処理設備により放射性物質を低減し，浄化処理に伴い発生する処理済水は貯蔵を

行い，淡水化した処理済水については原子炉の冷却用水等へ再利用する。 
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５，６号機のタービン建屋等に流入した海水及び地下水は，滞留水として，貯留設備

（タンク）へ移送して貯留し，その一部は，浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を

行い，構内散水等に使用する。 

 

(5) 放出管理の方法 

放射性液体廃棄物等を環境に放出する際は，環境への影響を十分に低くするとの考えの

もと，告示に定める周辺監視区域外の濃度限度を超えないよう厳重な管理を行うこととす

る。 

具体的には，放出する水については，環境への影響を十分に低くするために放出に係る

設備を経るとともに，必要な混合，希釈を行うものとし，あらかじめタンク等においてサ

ンプリングを行い，放射性物質の濃度を測定して，放出量及び放水口における濃度を確認

することで管理を行う。 

なお，海洋への放出は，関係省庁の了解なくしては行わないものとする。 
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2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 

2.1.3.1 概要 

1～4 号機については事故の影響により排気筒の監視装置は使用不能である。5，6 号機で

は主排気筒放射線モニタまたは非常用ガス処理系放射線モニタにおいて放出を監視してい

る。主な放出源と考えられる 1～4号機原子炉建屋の上部において空気中放射性物質濃度を

測定している。また，敷地内の原子炉建屋近傍，敷地境界付近で空気中放射性物質濃度の

測定を行い，敷地境界付近では告示の濃度限度を下回ることを確認している。1～3 号機で

は原子炉格納容器ガス管理設備が稼働し，格納容器内から窒素封入量と同程度の量の気体

を抽出してフィルタにより放出される放射性物質を低減している。 

 

2.1.3.2 基本方針 

原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制するとともに各建屋におい

て可能かつ適切な箇所において放出監視を行う。また，敷地境界付近で空気中放射性物質

濃度の測定を行い，敷地境界付近において告示に定める周辺監視区域外の空気中の濃度限

度を下回っていることを確認する。 

放射性物質を内包する建屋等については放射性物質の閉じ込め機能を回復することを目

指し，内包する放射性物質のレベルや想定される放出の程度に応じて，放出抑制を図って

いく。実施の検討にあたっては，建屋や設備の損傷状況，作業場所のアクセス方法や線量

率，建屋内の濃度や作業環境，今後の建屋の利用計画等を考慮し，測定データや現場調査

の結果を基に，実現性を判断の上，可能な方策により計画していく。 

今後設置される施設についても，内包する放射性物質のレベル等に応じて必要となる抑

制対策をとるものとする。 

放射性物質の新たな発生，継続した放出の可能性のある建屋等を対象として，可能かつ

適切な箇所において放出監視を行っていく。連続的な監視を行うための測定方法，伝送方

法について，現場状況の確認結果をもとに検討し，換気設備を設ける場合は排気口におい

て放出監視を行う。 

 

2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法 

各建屋から発生する気体状（粒子状，ガス状）の放射性物質を対象とする。 

(1)発生源 

a.1～3 号機原子炉建屋格納容器 

格納容器内の放射性物質を含む気体については，窒素封入量と同程度の量の気体

を抽出して原子炉格納容器ガス管理設備のフィルタで放出される放射性物質を低減

する。 
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b.1～4 号機原子炉建屋 

格納容器内の気体について，建屋内へ漏洩したものは原子炉格納容器ガス管理設

備で処理されずに，上部開口部（機器ハッチ）への空気の流れによって放出される。 

建屋内の空気の流れ及び建屋地下部の滞留水の水位低下により，建屋内の壁面，

機器，瓦礫に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，上部開口部（機器ハッチ）

より放出される可能性がある。滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出につ

いては，移行試験の結果から，極めて少ないと考えている。移行試験は，濃度が高

く被ばく線量への寄与も大きい Cs-134，Cs-137 に着目し，安定セシウムを用いて溶

液から空気中への移行量を測定した結果，移行率（蒸留水のセシウム濃度／試料水

中のセシウム濃度）が約 1.0×10-4 %と水温に依らず小さいことが判明している。 

    1 号機については，放射性物質の飛散を抑制するために設置された原子炉建屋カバ

ーの排気設備フィルタにより，カバー天井部の気体を吸引して放射性物質の放出を

抑制しているが，使用済燃料プールの燃料取り出しに向けてオペレーティングフロ

アのガレキ撤去を行うため，原子炉建屋カバーの排気設備を停止後，原子炉建屋カ

バーを解体する予定である。 

2 号機については，ブローアウトパネル開口部を閉止する開閉式のパネル架構を，

ブローアウトパネル開口部周辺の原子炉建屋壁に固定する。高線量下での作業員の

被ばく量低減を図るため，パネル架構は大組みユニット化し，遠隔操作重機により

設置する。パネル架構の重量は，原子炉建屋に対して 0.1％程度以下であるが，原子

炉施設への影響を考慮し，建築基準法に準じて設計する。なお，ブローアウトパネ

ル開口部の閉止後は建屋内作業環境の悪化が懸念されるため，原子炉建屋排気設備

を設置して建屋内空気の換気を行う。 

3号機については，今後，使用済燃料プールからの燃料取り出し時の放射性物質の

飛散抑制を目的として作業エリアを被うカバーを設置していく計画であり，燃料取

り出し作業時にカバー内を換気しフィルタにより放射性物質の放出低減を図るとと

もに濃度を監視していく予定である。 

4号機については，燃料取り出し用カバーを設置している。燃料取り出し用カバー

は，隙間を低減するとともに，換気設備を設け，排気はフィルタユニットを通じて

大気へ放出することによりカバー内の放射性物質の大気への放出を抑制する。 

使用済燃料貯蔵プール水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，

Cs-134，Cs-137 に着目し，上述の測定結果から，プール水からの放射性物質の放出

は極めて少ないと評価している。 

c.1～4 号機タービン建屋 

    建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，機器に付着した放射性物質が乾燥

により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放出する可能性が考えられるが，地下

開口部は閉塞されていることから，建屋からの追加的放出は少ないと評価している。 
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滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，原子炉建屋と同様に，

極めて少ないと評価している。 

d.1～4 号機廃棄物処理建屋 

    タービン建屋と同様に，建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，機器に付

着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放出する可能

性が考えられるが，地下開口部は閉塞されていることから，建屋からの追加的放出は

少ないと評価している。 

滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，同様に極めて少ない

と評価している。 

e.集中廃棄物処理施設 

    プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・工作建屋の各建屋

について，タービン建屋と同様に，建屋地下部の滞留水の水位低下により，壁面，

機器に付着した放射性物質が乾燥により再浮遊し，開口部（大物搬入口等）より放

出する可能性が考えられるが，地下開口部は閉塞されていることから，建屋からの

追加的放出は少ないと評価している。 

    滞留水から空気中への放射性物質の直接の放出についても，同様に極めて少ない

と評価している。 

また，建屋内に設置されている汚染水処理設備，貯留設備の内，除染装置（セシ

ウム凝集・沈殿），造粒固化体貯槽（廃スラッジ貯蔵）については，内部のガスを

フィルタにより放射性物質を除去して排気している。 

f.5，6 号機各建屋 

     各建屋地下部の滞留水について，建屋外から入ってきた海水及び地下水であり，

放射性物質濃度は 1～4号機に比べ低い。 

原子炉建屋については，原子炉建屋常用換気系または非常用ガス処理系により，

原子炉建屋内の空気をフィルタを通して，主排気筒から放出する。 

g.使用済燃料共用プール 

    共用プール水について，放射性物質濃度は 1～4号機に比べ低く，プール水からの

放射性物質の放出は極めて少ないと評価している。 

h.廃スラッジ一時保管施設 

    汚染水処理設備の除染装置から発生する廃スラッジを処理施設等へ移送するまで

の間一時貯蔵する施設では，内部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気する。 

i.焼却炉建屋 

焼却設備の焼却処理からの排ガスは，フィルタを通し，排ガスに含まれる放射性物

質を十分低い濃度になるまで除去した後に，焼却設備の排気筒から放出する。 

なお，フィルタを通し十分低い濃度になることから，焼却炉建屋からの放射性物質

の放出は極めて少ないと評価している。 
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 ｊ．固体廃棄物貯蔵庫 

固体廃棄物貯蔵庫に保管される放射性固体廃棄物等は，容器やドラム缶等に収納さ

れるため，放射性固体廃棄物等からの放射性物質の追加的放出はないものと評価して

いる。 

 ｋ．瓦礫等の一時保管エリア 

瓦礫等の一時保管エリアは，瓦礫類については周囲への汚染拡大の影響がない値と

して目安値を設定し，目安値を超える瓦礫類は容器，仮設保管設備，覆土式一時保

管施設に収納，またはシートによる養生等による飛散抑制対策を行い保管している

こと，また伐採木については周囲への汚染拡大の影響がないことを予め確認してい

ることから，放射性物質の追加的放出は極めて少ないと評価している。 

 ｌ．使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

 セシウム吸着装置吸着塔，第二セシウム吸着装置吸着塔，高性能容器，処理カラ

ムは，セシウム吸着塔一時保管施設において静的に貯蔵している。使用済みの吸着

材を収容する高性能容器，及び，使用済みの吸着材を収容する処理カラムは，セシ

ウム等の主要核種を吸着塔内のゼオライト等に化学的に吸着させ，吸着塔内の放射

性物質が漏えいし難い構造となっている。高性能容器は，圧縮活性炭高性能フィル

タを介したベント孔を設けており，放射性物質の漏えいを防止している。また，保

管中の温度上昇等を考慮しても吸着材の健全性に影響を与えるものでは無いため，

吸着材からの放射性物質の離脱は無いものと評価している。このため，放射性物質

の追加的放出は極めて小さいと評価している。 

 ｍ．貯留設備（タンク類，地下貯水槽） 

 貯留設備（タンク類，地下貯水槽）は，汚染水受入れ後は満水保管するため，水

位変動が少ないこと，蒸発濃縮装置出口水の放射能濃度測定結果から空気中への放

射性物質の移行は極めて低いことから放射性物質の追加的放出は極めて少ないと考

えている。 

 ｎ．多核種除去設備 

 多核種除去設備は，タンク開口部のフィルタにより放射性物質を除去し，排気し

ているため，放射性物質の追加的放出は極めて小さいと考えている。 

 

(2)放出管理の方法 

気体廃棄物について，原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制す

るとともに各建屋において可能かつ適切な箇所において放出監視を行っていく。 

  ①1～3号機原子炉建屋格納容器 

1～3 号機は原子炉格納容器ガス管理設備出口において，ガス放射線モニタ及びダ

スト放射線モニタにより連続監視する。 

②1～4 号機原子炉建屋 
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1号機については，原子炉建屋カバー排気設備出口においてダスト放射線モニタに

より連続監視する。原子炉建屋カバー排気設備の停止後は，原子炉建屋上部の空気

中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度

を測定する。2号機については，原子炉建屋排気設備出口においてダスト放射線モニ

タにより連続監視する。3号機については，原子炉建屋上部で空気中の放射性物質を

定期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。今後，

原子炉建屋5階上部で連続監視するためのダスト放射線モニタを設置する。また，4

号機については，使用済燃料プールから燃料取出し時の放射性物質の飛散抑制を目

的とした燃料取出し用カバーが設置されており，排気設備出口においてダスト放射

線モニタにより連続監視する。 

③1～4 号機タービン建屋 

    追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の

再浮遊は，地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお，建

屋内地上部の大物搬入口等の主な開口部付近にて，空気中の放射性物質を定期的及び

必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質の漏えいがないことを確認する。 

④1～4 号機廃棄物処理建屋 

    追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の

再浮遊は，地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお，建

屋内地上部の主な開口部付近にて，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダス

トサンプラで採取し，放射性物質の漏えいがないことを確認する。 

⑤集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・

工作建屋） 

     追加的放出として考えられる建屋地下部の滞留水の水位低下による放射性物質の

再浮遊は，地下開口部が閉塞されているため建屋内に閉じ込められている。なお，

プロセス主建屋，サイトバンカ建屋，高温焼却炉建屋，焼却・工作建屋の各建屋内

地上部の主な開口部付近にて，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダスト

サンプラで採取し，放射性物質の漏えいがないことを確認する。 

また，建屋内に設置されている汚染水処理設備，貯留設備の内，除染装置（セシウ

ム凝集・沈殿），造粒固化体貯槽（廃スラッジ貯蔵）については，内部のガスをフィ

ルタで放射性物質を除去して排気しており，除染装置運転時や廃棄物受け入れ時等に

おいて，排気中の放射性物質濃度を必要により測定する。 

⑥5，6 号機各建屋 

      主排気筒または非常用ガス処理系において，放射性物質濃度をガス放射線モニタ

により監視する。 

  ⑦使用済燃料共用プール 

     建屋内プールオペフロ階において，空気中の放射性物質を使用済燃料の取り扱い
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時等にダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑧廃スラッジ一時保管施設 

     汚染水処理設備の除染装置から発生する廃スラッジを一時貯蔵する施設では，内

部のガスをフィルタで放射性物質を除去して排気し，ダスト放射線モニタで監視する。 

⑨焼却炉建屋 

焼却設備の排気筒において，放射性物質濃度をガス放射線モニタ及びダスト放射線

モニタにより監視する。 

  ⑩固体廃棄物貯蔵庫 

固体廃棄物貯蔵庫において，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダストサ

ンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

  ⑪瓦礫等の一時保管エリア 

瓦礫等の一時保管エリアにおいて，空気中の放射性物質を定期的及び必要の都度ダ

ストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑫使用済セシウム吸着塔一時保管施設 

使用済セシウム吸着塔一時保管施設のエリアにおいては，空気中の放射性物質を定

期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑬貯留設備（タンク類，地下貯水槽） 

 貯留設備（タンク類，地下貯水槽）のエリアにおいては，空気中の放射性物質を定

期的及び必要の都度ダストサンプラで採取し，放射性物質濃度を測定する。 

⑭多核種除去設備 

多核種除去設備においては，内部のガスをフィルタで放射性物質を除去し，排気し

ているため，多核種除去設備設置エリアの放射性物質濃度を必要により測定する。 

 

(3)推定放出量 

1～4 号機原子炉建屋（原子炉格納容器を含む）以外からの追加的放出は，極めて少

ないと考えられるため，1～4 号機原子炉建屋上部におけるサンプリング結果から検出

されている Cs-134 及び Cs-137 を評価対象とし，建屋開口部等における放射性物質濃度

及び空気流量等の測定結果から，現在の 1～4 号機原子炉建屋からの放出量を評価した。

推定放出量（平成 26 年２月時点）は，表２．１．３－１に示す通りである。 

なお，これまでの放出量の推移を図２．１．３－１に示す。 
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表２．１．３－１ 気体廃棄物の推定放出量 

 

 Cs-134（Bq/sec） Cs-137（Bq/sec） 

1 号機 原子炉建屋 4.7×102 4.7×102 

2 号機 原子炉建屋 9.4×101 9.4×101 

3 号機 原子炉建屋 7.1×102 7.1×102 

4 号機 原子炉建屋 1.2×102 1.2×102 

（注）平成 26 年 2 月時点の評価値 
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図２．１．３－１ １～３号機原子炉建屋からの一時間当たりの放出量推移 


